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津市職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年１１月２１日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

津市規則第４５号 

   津市職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則 

 津市職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則（平成１８年津市

規則第２３号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の２（見出しを含む。）中「第２条第４号ア（イ）」を「第２条第５号ア

（イ）」に改める。 

 第３条及び第４条第１項中「第３条第７号」を「第３条第６号」に改める。 

 第１３条第１項に次のただし書を加える。 

  ただし、第１号及び第３号に掲げる場合において、失効し、又は取り消さ

れる育児短時間勤務の１週間当たりの勤務時間及び承認に係る期間の末日

（当該育児短時間勤務が延長されている場合にあっては、延長された期間の

末日）が、引き続いて承認される育児短時間勤務の１週間当たりの勤務時間

及び期間の末日と同一である場合にあっては、人事異動通知書に代わる文書

の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができ

る。 

 第１４条の２中「非常勤職員であって、１日につき定められた勤務時間が６

時間１５分以上である勤務日がある」を削る。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

  



 津市モーターボート競走における電話投票の実施に関する規則の一部を改正

する規則をここに公布する。 

  令和７年１１月２１日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

津市規則第４６号 

   津市モーターボート競走における電話投票の実施に関する規則の一部を 

改正する規則 

津市モーターボート競走における電話投票の実施に関する規則（平成１８年

津市規則第１５８号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第１７条」を「第１６条」に、「第１８条―第３０条」を「第１７

条―第２８条」に、「第３１条―第３４条」を「第２９条―第３２条」に改め

る。 

第１条中「通信回線」を「インターネット回線網」に改め、「電話機その他

の」を削る。 

 第４条中「次のとおり」を「インターネット回線網を介して勝舟投票券の購

入内容を直接入力するインターネット方式」に改め、同条各号を削る。 

第６条中「利用した次に掲げるいずれかの方式で」を「利用し、」に改め、

同条各号を削る。 

第９条中「について電話投票の方式ごとに必要となるもの」を削る。 

第１０条第３号中「勤務先」を「電話番号」に改め、同条第４号中「自宅及

び勤務先の電話番号」を「メールアドレス」に改め、同条第１１号を削り、同

条第１２号を同条第１１号とする。 

第１１条を次のように改める。 

（指定口座等の開設） 

第１１条 加入者は、指定銀行に普通預金口座（以下「普通口座」という。）

を開設しなければならない。 

第１２条第１項を次のように改める。 

加入者は、勝舟投票券の購入に充てる予定の金額（以下「購入予定金額」

という。）を本市の預金口座（以下「市口座」という。）に振り替えるため、

預金口座振替依頼書（以下「振替依頼書」という。）を本市が別に定める日

までに指定銀行に提出しなければならない。 



 第１２条中第２項を削り、第３項を第２項とする。 

 第１３条を削る。 

 第１４条中「次の各号のいずれかに該当するとき」を「加入者が第１１条及

び前条第１項に規定する手続を完了し、かつ、指定銀行が前条第２項に規定す

る手続を完了した場合」に改め、同条各号を削り、同条を第１３条とする。 

 第１５条第３号から第６号までを削り、同条第７号中「指定口座、電話投票

専用口座若しくは出金口座又は」を削り、同号を同条第３号とし、同条第８号

から同条第１１号までを４号ずつ繰り上げ、同条を第１４条とする。 

 第１６条の見出し中「利用の停止」を「入金限度額の設定」に改め、同条第

１項中「電話投票の利用の停止の」を削り、「電話投票の利用を停止すること 

ができる」を「市口座への入金限度額の設定（以下「入金限度額設定」という。） 

をするものとする」に改め、同条第２項中「電話投票の利用を停止された」を 

「入金限度額設定を申請した」に改め、「電話投票の利用の停止の解除の」を 

削り、「電話投票の利用の停止を解除することができる」を「入金限度額設定 

を解除し、又は入金限度額を変更するものとする」に改め、同項ただし書中 

「電話投票の利用の停止の解除」を「入金限度額設定の解除又は入金限度額の 

増額」に改め、同条を第１５条とする。 

 第１７条を第１６条とし、第１８条から第２０条までを１条ずつ繰り上げる。 

 第２１条第１項及び第２項を削り、同条第３項中「特別無担保方式の加入者

に係る購入限度額」を「加入者に係る勝舟投票券の購入限度額（以下「購入限

度額」という。）」に改め、同項第２号ただし書中「次条第３項」を「次条」

に改め、同項を同条第１項とし、同条第４項を同条第２項とし、同条を第２０

条とする。 

 第２２条の見出しを「（振替指定）」に改め、同条第１項及び第２項を削り、

同条第３項中「特別無担保方式の」を削り、「前条第３項」を「前条第１項」 

に改め、同項を同条とし、同条を第２１条とする。 

 第２３条第１号を削り、同条第２号中「指定端末方式を利用する」を削り、

「加入者から」の次に「移動端末設備（電気通信事業法（昭和５９年法律第８ 

６号）第１２条の２第４項第２号ロに規定する移動端末設備をいう。）により」 

を加え、「連勝式番号の組」を「２連勝単式番号、普通２連勝複式番号、拡大

２連勝複式番号、３連勝単式番号若しくは３連勝複式番号の組（以下「連勝式

番号の組」という。）」に、「指定端末」を「端末機」に改め、同号を同条第

１号とし、同条第３号中「ウェブ方式を利用する」を削り、「加入者から」の



次に「電子計算機により」を加え、同号を同条第２号とし、同条を第２２条と

する。 

第２４条を第２３条とし、第２５条から第２７条までを１条ずつ繰り上げる。 

第２８条第１項中「第２３条」を「第２２条」に、「の収納は、次のとおり」

を「は、加入者が市口座に振り替えた購入予定金額から収納するもの」に改め、

同項第１号及び第２号並びに同条第２項を削り、同条を第２７条とする。 

 第２９条第１項中「第２５条」を「第２４条」に改め、「有担保方式及び無

担保方式にあっては当該競走開催日に指定口座又は電話投票専用口座に、特別

無担保方式にあっては」を削り、同項ただし書中「有担保方式及び無担保方式

にあっては当該競走開催日が指定銀行の休業日である場合、指定銀行の都合に

よる場合その他やむを得ない事由により当該競走開催日に振り込むことができ

ない場合は、当該競走開催日の翌指定銀行営業日に振り込むものとし、特別無

担保方式にあっては」を削り、「翌指定銀行営業日」を「直後の指定銀行の営

業日（以下「翌指定銀行営業日」という。）」に改め、同条第２項を削り、同

条を第２８条とする。 

 第３０条を削る。 

 第３１条中「第２５条」を「第２４条」に改め、同条を第２９条とする。 

 第３２条を第３０条とし、第３３条を第３１条とし、第３４条を第３２条と 

する。 

附 則 

この規則は、令和７年１２月１日から施行する。 

 



津市告示第２６６号 

 令和７年第４回津市議会定例会を次のとおり招集する。 

  令和７年１１月１７日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 招集の日 

  令和７年１１月２５日 

２ 招集の場所 

  津市議会議事堂 

 



津市告示第２６７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成７年白山町告示第８９号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  令和７年１１月２０日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

北家城自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年４月２０日の定期総会において改選

されたため。 

 



津市告示第２６８号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年白山町告示第６０号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  令和７年１１月２０日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

白山町小杉自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年３月３０日の定期総会において改選

されたため。 

 



津市告示第２６９号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項の規定に基づき、

指定地域密着型サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の１

１第１号の規定により告示する。 

令和７年１１月２６日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

１ 事業者の名称 

  有限会社クレイン 

２ 事業所の名称 

  地域密着型通所介護事業所 Plus 

３ 事業所の所在地 

  津市久居東鷹跡町２４３番地 

４ 指定年月日 

令和７年１２月１日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

 



 

 

津市公告第１６７号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  令和７年１１月１７日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

別紙のとおり 



日間

まで

円　（税抜き）

契約締結日から起算して 58

工 事 名
令和７年度北道維補第２号
栗真小川高野尾町線道路改良工事

工 事 場 所

　　事後審査型条件付一般競争入札

公 告 日 令和7年11月17日 工 事 担 当 課 津北工事事務所

津市あのつ台二丁目地内

側溝工　一式
路側防護柵工　６３ｍ
表層　２１５ｍ２

あり

地 域 ・
格 付 要 件

【ﾌﾞﾛｯｸ】津・香良洲

工 事 概 要

工 期

発 注 業 種 土木一式

【地区】 津・香良洲 【格付】 Ｄ

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同 種 工 事
実 績 要 件

その他要件

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）又はＦＡＸ 059－229－3333

技術者要件

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者と兼務可）

令和7年12月3日 午前9時00分

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

建設業許可 特定・一般

所在地要件 市内本店

格 付 要 件

入札方法等

入 札 方 法 津市電子入札システムによる

入札期間
令和7年11月18日 から 令和7年11月28日

ただし、津市電子入札システムの稼働時間中に限る。

設 計 図 書 等
に 関 す る
質 問

提 出 期 限 令和7年11月20日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 令和7年11月25日 津市入札情報公開システムにて回答

最低制限価格 有

入札保証金 免 除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

開 札 日 時
及 び 場 所 津市役所（本庁舎）７階　入札室

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

※本市発注工事とは調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、担当課執行分を除く。

・津市電子入札実施要綱第７条に基づき、承認を受けた者は、郵便で入札書を提出することができます。

　この場合、別に定める「郵便入札の取り扱いについて（令和７年１０月以降公告分より）」のとおり郵送してください。

前 金 払 有

部 分 払 無

積 算 内 訳 書 要

予 定 価 格 5,742,000



日間

まで

円　（税抜き）

契約締結日から起算して 75

工 事 名
令和７年度南橋維補第７号
１５１１－１号橋及び１５１１－２号橋橋梁長寿命化修繕工事

工 事 場 所

　　事後審査型条件付一般競争入札

公 告 日 令和7年11月17日 工 事 担 当 課 津南工事事務所

津市美杉町八手俣地内

床固めコンクリート工　１８ｍ３

あり

地 域 ・
格 付 要 件

【ﾌﾞﾛｯｸ】久居

工 事 概 要

工 期

発 注 業 種 土木一式

【地区】 美杉 【格付】 Ｄ・Ｃ・Ｂ・Ａ２・Ａ１

【ﾌﾞﾛｯｸ】久居 【地区】 一志・白山 【格付】 Ｄ

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同 種 工 事
実 績 要 件

その他要件

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）又はＦＡＸ 059－229－3333

技術者要件

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者と兼務可）

令和7年12月3日 午前9時10分

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

建設業許可 特定・一般

所在地要件 市内本店

格 付 要 件

入札方法等

入 札 方 法 津市電子入札システムによる

入札期間
令和7年11月18日 から 令和7年11月28日

ただし、津市電子入札システムの稼働時間中に限る。

設 計 図 書 等
に 関 す る
質 問

提 出 期 限 令和7年11月20日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 令和7年11月25日 津市入札情報公開システムにて回答

最低制限価格 有

入札保証金 免 除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

開 札 日 時
及 び 場 所 津市役所（本庁舎）７階　入札室

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

※本市発注工事とは調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、担当課執行分を除く。

・津市電子入札実施要綱第７条に基づき、承認を受けた者は、郵便で入札書を提出することができます。

　この場合、別に定める「郵便入札の取り扱いについて（令和７年１０月以降公告分より）」のとおり郵送してください。

前 金 払 有

部 分 払 無

積 算 内 訳 書 要

予 定 価 格 5,064,000



日間

まで

円　（税抜き）

契約締結日から起算して 81

工 事 名
令和７年度農基補第４号
白山町佐田地内水路改修工事

工 事 場 所

　　事後審査型条件付一般競争入札

公 告 日 令和7年11月17日 工 事 担 当 課 農業基盤整備課

津市白山町佐田地内

底張工　１３９．０ｍ

あり

地 域 ・
格 付 要 件

【ﾌﾞﾛｯｸ】久居

工 事 概 要

工 期

発 注 業 種 土木一式

【地区】 白山 【格付】 Ｄ・Ｃ・Ｂ・Ａ２・Ａ１

【ﾌﾞﾛｯｸ】久居 【地区】 久居・一志・美杉 【格付】 Ｄ

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同 種 工 事
実 績 要 件

その他要件

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）又はＦＡＸ 059－229－3333

技術者要件

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者と兼務可）

令和7年12月3日 午前9時20分

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

建設業許可 特定・一般

所在地要件 市内本店

格 付 要 件

入札方法等

入 札 方 法 津市電子入札システムによる

入札期間
令和7年11月18日 から 令和7年11月28日

ただし、津市電子入札システムの稼働時間中に限る。

設 計 図 書 等
に 関 す る
質 問

提 出 期 限 令和7年11月20日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 令和7年11月25日 津市入札情報公開システムにて回答

最低制限価格 有

入札保証金 免 除

契約保証金 免 除

開 札 日 時
及 び 場 所 津市役所（本庁舎）７階　入札室

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

※本市発注工事とは調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、担当課執行分を除く。

・津市電子入札実施要綱第７条に基づき、承認を受けた者は、郵便で入札書を提出することができます。

　この場合、別に定める「郵便入札の取り扱いについて（令和７年１０月以降公告分より）」のとおり郵送してください。

前 金 払 有

部 分 払 無

積 算 内 訳 書 要

予 定 価 格 3,704,000



日間

まで

開札後に公表 （ただし、落札候補者がない場合を除く）

最低制限価格 有

入札保証金 免 除

契約保証金 免 除

開 札 日 時
及 び 場 所 津市役所（本庁舎）７階　入札室

予 定 価 格

令和7年12月3日 午前9時30分

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

※本市発注工事とは調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、担当課執行分を除く。

・津市電子入札実施要綱第７条に基づき、承認を受けた者は、郵便で入札書を提出することができます。

　この場合、別に定める「郵便入札の取り扱いについて（令和７年１０月以降公告分より）」のとおり郵送してください。

・本件は予定価格を事後公表（開札後に公表）する試行案件です。

前 金 払 有

部 分 払 無

積 算 内 訳 書 要

入札方法等

入 札 方 法 津市電子入札システムによる

入札期間
令和7年11月18日 から 令和7年11月28日

ただし、津市電子入札システムの稼働時間中に限る。

設 計 図 書 等
に 関 す る
質 問

提 出 期 限 令和7年11月20日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 令和7年11月25日 津市入札情報公開システムにて回答

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）又はＦＡＸ 059－229－3333

技術者要件

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者と兼務可）

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同 種 工 事
実 績 要 件

その他要件

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

建設業許可 特定・一般

所在地要件 市内本店

格 付 要 件 あり

地 域 ・
格 付 要 件

【ﾌﾞﾛｯｸ】津・香良洲

工 事 概 要

工 期

発 注 業 種 土木一式

【地区】 津・香良洲 【格付】 Ｄ

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

契約締結日から起算して 75

工 事 名
令和７年度農基補第５号
長岡町地内水路改修工事

工 事 場 所

　　事後審査型条件付一般競争入札

公 告 日 令和7年11月17日 工 事 担 当 課 農業基盤整備課

津市長岡町地内

プレキャスト開渠工　６０．７ｍ



日間

まで

契約締結日から起算して 67

工 事 名
令和７年度北道維第１２号
納所町地内道路改修（舗装）工事

工 事 場 所

　　事後審査型条件付一般競争入札

公 告 日 令和7年11月17日 工 事 担 当 課 津北工事事務所

津市納所町地内

表層　６１８ｍ２

あり

地 域 ・
格 付 要 件

【ﾌﾞﾛｯｸ】津・香良洲

工 事 概 要

工 期

発 注 業 種 舗装

【地区】 津・香良洲 【格付】 Ｂ・Ａ

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

その他要件

技術者要件

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者と兼務可）

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同 種 工 事
実 績 要 件

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

建設業許可 特定・一般

所在地要件 市内本店

格 付 要 件

入札方法等

入 札 方 法 津市電子入札システムによる

入札期間
令和7年11月18日 から 令和7年11月28日

ただし、津市電子入札システムの稼働時間中に限る。

設 計 図 書 等
に 関 す る
質 問

提 出 期 限 令和7年11月20日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 令和7年11月25日 津市入札情報公開システムにて回答

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）又はＦＡＸ 059－229－3333

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

※本市発注工事とは調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、担当課執行分を除く。

・津市電子入札実施要綱第７条に基づき、承認を受けた者は、郵便で入札書を提出することができます。

　この場合、別に定める「郵便入札の取り扱いについて（令和７年１０月以降公告分より）」のとおり郵送してください。

・本件は予定価格を事後公表（開札後に公表）する試行案件です。

前 金 払 有

部 分 払 無

積 算 内 訳 書 要

開札後に公表 （ただし、落札候補者がない場合を除く）

最低制限価格 有

入札保証金 免 除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

開 札 日 時
及 び 場 所 津市役所（本庁舎）７階　入札室

予 定 価 格

令和7年12月3日 午前9時40分



日間

まで

円　（税抜き）

契約締結日から起算して 51

工 事 名
令和７年度建整消総第１号
津市中消防署西分署造成工事に伴う舗装復旧工事

工 事 場 所

　　事後審査型条件付一般競争入札

公 告 日 令和7年11月17日 工 事 担 当 課 建設整備課

津市一色町地内

切削オーバーレイ工　２５９ｍ２

あり

地 域 ・
格 付 要 件

【ﾌﾞﾛｯｸ】津・香良洲

工 事 概 要

工 期

発 注 業 種 舗装

【地区】 津・香良洲 【格付】 Ｃ

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同 種 工 事
実 績 要 件

その他要件

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）又はＦＡＸ 059－229－3333

技術者要件

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者と兼務可）

令和7年12月3日 午前9時50分

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

建設業許可 特定・一般

所在地要件 市内本店

格 付 要 件

入札方法等

入 札 方 法 津市電子入札システムによる

入札期間
令和7年11月18日 から 令和7年11月28日

ただし、津市電子入札システムの稼働時間中に限る。

設 計 図 書 等
に 関 す る
質 問

提 出 期 限 令和7年11月20日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 令和7年11月25日 津市入札情報公開システムにて回答

最低制限価格 有

入札保証金 免 除

契約保証金 免 除

開 札 日 時
及 び 場 所 津市役所（本庁舎）７階　入札室

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

※本市発注工事とは調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、担当課執行分を除く。

・津市電子入札実施要綱第７条に基づき、承認を受けた者は、郵便で入札書を提出することができます。

　この場合、別に定める「郵便入札の取り扱いについて（令和７年１０月以降公告分より）」のとおり郵送してください。

前 金 払 有

部 分 払 無

積 算 内 訳 書 要

予 定 価 格 2,650,000



日間

・

・

・

まで

円　（税抜き）

その他

契約締結日から起算して 70

工 事 名
令和７年度北河維第１－１号
準用河川新川しゅんせつ業務委託

工 事 場 所

　　事後審査型条件付一般競争入札

公 告 日 令和7年11月17日 工 事 担 当 課 津北工事事務所

津市白塚町地内

浚渫　１２０ｍ３

なし

地 域 ・
格 付 要 件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

工 事 概 要

工 期

発 注 業 種 しゅんせつ

【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同 種 工 事
実 績 要 件

その他要件

産業廃棄物の収集及び運搬の許可を有すること

しゅんせつ機械（強力吸引車及び高圧洗浄車）を有すること

（審査基準日：令和５年１０月１日～令和６年９月３０日）

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）又はＦＡＸ 059－229－3333

技術者要件

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者と兼務可）

経営事項審査において当該業務の年平均完成工事高を有すること

令和7年12月3日 午前10時00分

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

建設業許可 特定・一般

所在地要件 市内本店

格 付 要 件

入札方法等

入 札 方 法 津市電子入札システムによる

入札期間
令和7年11月18日 から 令和7年11月28日

ただし、津市電子入札システムの稼働時間中に限る。

設 計 図 書 等
に 関 す る
質 問

提 出 期 限 令和7年11月20日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 令和7年11月25日 津市入札情報公開システムにて回答

最低制限価格 無

入札保証金 免 除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

開 札 日 時
及 び 場 所 津市役所（本庁舎）７階　入札室

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

・津市電子入札実施要綱第７条に基づき、承認を受けた者は、郵便で入札書を提出することができます。

　この場合、別に定める「郵便入札の取り扱いについて（令和７年１０月以降公告分より）」のとおり郵送してください。

前 金 払 無

部 分 払 無

積 算 内 訳 書 要

予 定 価 格 6,334,000



日間

まで

円　（税抜き）

契約締結日から起算して

工 事 名
令和７年度住第２－７号
津市市営藤ヶ丘団地６５号及び６６号屋根等修繕

工 事 場 所 津市芸濃町中縄地内

工 事 概 要

　　事後審査型条件付一般競争入札

公 告 日 令和7年11月17日 工 事 担 当 課 市営住宅課

修繕
　（屋根修繕、塗装修繕）
※上記に係る屋根等修繕　一式

工 期 85

発 注 業 種 屋根

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

建設業許可 特定・一般

所在地要件 市内本店

格 付 要 件 あり

地 域 ・
格 付 要 件

【ﾌﾞﾛｯｸ】安芸 【地区】 芸濃・河芸・美里・安濃 【格付】 Ａ１・Ａ２

【ﾌﾞﾛｯｸ】久居 【地区】 久居・一志・白山・美杉 【格付】 Ａ１・Ａ２

【ﾌﾞﾛｯｸ】津・香良洲 【地区】 津・香良洲 【格付】 Ａ１・Ａ２

同 種 工 事
実 績 要 件

技術者要件

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者と兼務可）

その他要件

入札方法等

入 札 方 法 津市電子入札システムによる

入札期間
令和7年11月18日 から 令和7年11月28日

ただし、津市電子入札システムの稼働時間中に限る。

設 計 図 書 等
に 関 す る
質 問

提 出 期 限 令和7年11月20日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 令和7年11月25日 津市入札情報公開システムにて回答

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）又はＦＡＸ 059－229－3333

最低制限価格 無

入札保証金 免 除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

開 札 日 時
及 び 場 所

令和7年12月3日 午前10時10分

津市役所（本庁舎）７階　入札室

予 定 価 格 7,008,000

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

※本市発注工事とは調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、担当課執行分を除く。

・津市電子入札実施要綱第７条に基づき、承認を受けた者は、郵便で入札書を提出することができます。

　この場合、別に定める「郵便入札の取り扱いについて（令和７年１０月以降公告分より）」のとおり郵送してください。

・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型）試行案件です。

前 金 払 有

部 分 払 無

積 算 内 訳 書 要

その他



日間

まで

円　（税抜き）

契約締結日から起算して

工 事 名
令和７年度住第２－５号
津市市営高洲住宅（１４－４及び１４－５）屋根塗装替修繕

工 事 場 所 津市高洲町地内

工 事 概 要

　　事後審査型条件付一般競争入札

公 告 日 令和7年11月17日 工 事 担 当 課 市営住宅課

修繕
　（塗装修繕）
※上記に係る塗装修繕　一式

工 期 75

発 注 業 種 塗装

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

建設業許可 特定・一般

所在地要件 市内本店

格 付 要 件 あり

地 域 ・
格 付 要 件

【ﾌﾞﾛｯｸ】津・香良洲 【地区】 津・香良洲 【格付】 Ａ１・Ａ２

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同 種 工 事
実 績 要 件

技術者要件

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者と兼務可）

その他要件

入札方法等

入 札 方 法 津市電子入札システムによる

入札期間
令和7年11月18日 から 令和7年11月28日

ただし、津市電子入札システムの稼働時間中に限る。

設 計 図 書 等
に 関 す る
質 問

提 出 期 限 令和7年11月20日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 令和7年11月25日 津市入札情報公開システムにて回答

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）又はＦＡＸ 059－229－3333

最低制限価格 無

入札保証金 免 除

契約保証金 免 除

開 札 日 時
及 び 場 所

令和7年12月3日 午前10時20分

津市役所（本庁舎）７階　入札室

予 定 価 格 3,547,000

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

※本市発注工事とは調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、担当課執行分を除く。

・津市電子入札実施要綱第７条に基づき、承認を受けた者は、郵便で入札書を提出することができます。

　この場合、別に定める「郵便入札の取り扱いについて（令和７年１０月以降公告分より）」のとおり郵送してください。

・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型）試行案件です。

前 金 払 有

部 分 払 無

積 算 内 訳 書 要

その他



日間

まで

円　（税抜き）

契約締結日から起算して

工 事 名
令和７年度住第２－６号
津市市営大井住宅（Ｂ－１５及びＢ－１６）屋根塗装替修繕

工 事 場 所 津市中河原地内

工 事 概 要

　　事後審査型条件付一般競争入札

公 告 日 令和7年11月17日 工 事 担 当 課 市営住宅課

修繕
　（塗装修繕）
※上記に係る塗装修繕 　一式

工 期 75

発 注 業 種 塗装

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

建設業許可 特定・一般

所在地要件 市内本店

格 付 要 件 あり

地 域 ・
格 付 要 件

【ﾌﾞﾛｯｸ】津・香良洲 【地区】 津・香良洲 【格付】 Ａ１・Ａ２

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同 種 工 事
実 績 要 件

技術者要件

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者と兼務可）

その他要件

入札方法等

入 札 方 法 津市電子入札システムによる

入札期間
令和7年11月18日 から 令和7年11月28日

ただし、津市電子入札システムの稼働時間中に限る。

設 計 図 書 等
に 関 す る
質 問

提 出 期 限 令和7年11月20日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 令和7年11月25日 津市入札情報公開システムにて回答

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）又はＦＡＸ 059－229－3333

最低制限価格 無

入札保証金 免 除

契約保証金 免 除

開 札 日 時
及 び 場 所

令和7年12月3日 午前10時30分

津市役所（本庁舎）７階　入札室

予 定 価 格 3,393,000

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

※本市発注工事とは調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、担当課執行分を除く。

・津市電子入札実施要綱第７条に基づき、承認を受けた者は、郵便で入札書を提出することができます。

　この場合、別に定める「郵便入札の取り扱いについて（令和７年１０月以降公告分より）」のとおり郵送してください。

・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型）試行案件です。

前 金 払 有

部 分 払 無

積 算 内 訳 書 要

その他



日間

まで

円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札

公 告 日 令和7年11月17日 工 事 担 当 課 用地・地籍調査推進課

工 事 概 要

工 期 契約締結日から起算して 74

発 注 業 種 とび･土工･ｺﾝｸﾘｰﾄ

工 事 名
令和７年度用地建発第１号
津市河芸町上野建設発生土処分場整備（フェンス設置）工事

工 事 場 所 津市河芸町上野地内

【地区】 【格付】

柵工　２８０ｍ
管埋設工　１００ｍ

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同 種 工 事
実 績 要 件

過去１０年間（平成２７年度以降）に施工が完了した官公庁等元請又は下請実績で以下のとおり
とび・土工・コンクリート工事等で発注されたフェンス設置工事等（土木一式工事等に含まれるも
のを除く）

技術者要件
主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者と兼務可）

その他要件

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

建設業許可 特定・一般

所在地要件 市内本店

格 付 要 件 Ａ１

地 域 ・
格 付 要 件

入札方法等

入 札 方 法 津市電子入札システムによる

入札期間
令和7年11月18日 から 令和7年12月5日

ただし、津市電子入札システムの稼働時間中に限る。

設計図書等
に 関 す る
質 問

提 出 期 限 令和7年11月26日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 令和7年12月1日 津市入札情報公開システムにて回答

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）又はＦＡＸ 059－229－3333

最低制限価格 有

入札保証金 免 除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

開 札 日 時
及 び 場 所

令和7年12月10日 午前9時00分

津市役所（本庁舎）７階　入札室

予 定 価 格 12,003,000

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

※本市発注工事とは調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、担当課執行分を除く。

・津市電子入札実施要綱第７条に基づき、承認を受けた者は、郵便で入札書を提出することができます。

　この場合、別に定める「郵便入札の取り扱いについて（令和７年１０月以降公告分より）」のとおり郵送してください。

・同種工事実績要件における官公庁等とは、国の機関（独立行政法人、公団、事業団その他政令で定める法
人を含む。）、都道府県、市町村等及びコリンズ登録された公益民間企業（交通（鉄道、空港）、資源エネ
ルギー（電気、ガス、石油）、通信会社等）とする。

前 金 払 有

部 分 払 無

積算内訳書 要



津市公告第１６８号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  令和７年１１月２１日 

 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 工事完了年月日 

  令和７年１１月１８日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

 津市みのりヶ丘及び一志町八太地内（１工区、２－６工区） 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  松阪市大黒田町３００番地 

  株式会社倉口建設 

  代表取締役 倉口 常雄 

 



津市公告第１６９号 
 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１９条第１項に規定

する地域計画を変更しますので、同条第７項の規定により公告し、当該地域計

画の案を次のとおり縦覧に供します。 
 なお、当該地域計画の案の記載事項について利害関係を有する者は、当該縦

覧期間満了の日までに、当該地域計画の案について、意見書を提出することが

できます。 
  令和７年１１月２８日  
 

津市長 前 葉 泰 幸   
 
１ 地域計画の案の縦覧期間及び時間 
  期間 令和７年１１月２８日から令和７年１２月１１日まで（土曜日、日

曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規

定する休日を除きます。） 
  時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 
２ 地域計画の案の縦覧場所及び意見書の提出先 
  津市農林水産部農林水産政策課（津市本庁舎６階） 
  〒５１４－８６１１ 
  津市西丸之内２３番１号 
  ＦＡＸ番号 ０５９－２２９－３１６８ 
  Ｅ－ｍａｉｌ 229-3171@city.tsu.lg.jp 
３ 意見書の提出方法及び提出に当たっての留意事項 
  意見は、書面（津市の定める様式）によるものとし、直接持参又は郵送す

るか、ファクシミリ又は電子メールにより送付してください。 
  当該書面に住所、氏名及び電話番号（法人にあっては、その名称、代表者 

氏名、主たる事務所の所在地及び電話番号）を記載してください。 

mailto:229-3171@city.tsu.lg.jp


津市公告第１７０号 

 津市公共施設予約システム導入及び利用について、別紙のとおり公募型プロ

ポーザルを実施するので、公告します。 

  令和７年１１月２８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   



   別紙 

１ 業務等の概要 

⑴ 件名 

   津市公共施設予約システム導入及び利用 

⑵ 履行期間 

   ・公共施設予約システム導入 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

   ・公共施設予約システム利用 

    令和９年２月１日から令和１４年１月３１日まで（長期継続契約） 

⑶ 提案上限額（消費税及び地方消費税を含まない金額） 

（単位:千円） 

年度 
公共施設予約シ

ステム導入 

公共施設予約シ

ステム利用 
年度額計 

令和８年度 37,517 1,346 38,863 

令和９年度 － 8,076 8,076 

令和１０年度 － 8,076 8,076 

令和１１年度 － 8,076 8,076 

令和１２年度 － 8,076 8,076 

令和１３年度 － 6,730 6,730 

計 37,517 40,380 77,897 

２ 参加資格要件 

  本事業の企画提案（以下、「本プロポーザル」という。）に参加できる者は、

日本国内に本店を有する事業者（共同の実施体制を可とする）であり、事業

者（共同の実施体制の場合は構成するすべての事業者）は以下の参加資格要

件全てを満たすこと。なお、参加申込書の提出から契約を締結するまでの間

に要件を満たすことができなくなった場合は失格とする。 

 （１）津市契約規則(平成１８年津市規則第４０号)第７条に規定する津市競

争入札参加資格者名簿（以下「名簿」という。）に登載されていること。

登載されていない場合にあっては、以下の書類を提出し確認を受けてい

ること。 

    なお、名簿に登載されている場合であっても、以下の書類のうち法人

にあってはオ及びキ、個人にあってはカ及びクを提出し確認を受けるこ



と。 

   ア 法人にあっては、履歴事項全部証明書（登記簿謄本） 

   イ 商号登記をしている個人にあっては、履歴事項全部証明書（商号登

記簿謄本） 

   ウ 商号登記をしていない個人にあっては、身分証明書及び登記されて

いないことの証明書 

   エ 印鑑（登録）証明書 

   オ 法人にあっては、本社又は委任先となる営業所等の所在地における

市区町村税について、申請日において未納の徴収金がないことを証明

する書類 

   カ 個人にあっては、事業所等の所在地における市区町村税について、

申請日において未納の徴収金がないことを証明する書類 

   キ 法人にあっては、法人税並びに消費税及び地方消費税の記載がある

未納税額のない証明書 

   ク 個人にあっては、所得税並びに消費税及び地方消費税の記載がある

未納税額のない証明書 

 （２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定

する一般競争入札の参加者の資格を有していること。 

 （３）津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）による指名

停止措置を受けていないこと。 

  （４）自己又は自社の役員等が次の各号のいずれにも該当する者でないこと、

及び次の各号に掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。 

   ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３

年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

   イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

   ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

   エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損

害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

   オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する

など、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与

している者 

   カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

   キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している    



者   

 （５）手形交換所から取引停止処分を受ける等経営状態が著しく不健全でな

いこと。 

 （６）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申

立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始

の申立て、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の

申立て、会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始又は会

社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８

７号）第６４条の規定による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）

に基づく整理開始の申立て若しくは通告がなされていない者であること。

ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法に基

づく更生手続開始の申立てがなされた者であっても再生計画又は更生計

画が認可された者を除く。 

 （７）津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成２１年訓３

４号）別表に該当しないこと。 

 ３ 本プロポーザルの日程 

    本プロポーザルは、以下の日程で行う。 

公告 令和７年１１月２８日（金） 

実施要領等の配布 
令和７年１１月２８日（金）から 

    １２月 ５日（金）午後４時まで 

参加申込書提出期限 令和７年１２月 ５日（金）午後４時まで 

質問書の受付 
令和７年１１月２８日（金）から 

    １２月１０日（水）午後４時まで 

質問書の回答期限 令和７年１２月１２日（金）午後４時まで 

提案書提出期限 令和７年１２月２６日（金）午後４時まで 

第１次審査（書面審査） 
令和８年 １月 ７日（水）から 

     １月１４日（水）まで 

第１次審査結果通知 令和８年 １月２１日（水）まで 

第２次審査（プレゼンテ

ーション及び質疑応答） 

令和８年 ２月 ２日（月）午後１時３０分から 

             午後５時まで 

審査結果通知 令和８年 ２月 ３日（火）以降１週間以内 



４ 実施要領等の配布 

  実施要領等は、津市ホームページの当該プロポーザル実施に係る記事内か

らダウンロードをすること。 

５ 契約の相手方の最優先候補者の選考について 

  津市公共施設予約システム導入及び利用に係るプロポーザル方式審査委員

会において、提案書の審査を行い、また、プレゼンテーションを受け、提案

内容を公正かつ客観的に評価し、最も優れた提案を行った者を契約の相手方

となる最優先候補者（以下「最優先候補者」という。）として選考する。 

６ 契約の締結について 

  審査の結果、最優先候補者と選定された提案者と、提案された内容を踏ま

えた上で契約に関する協議を行い、協議後の仕様内容に基づいた見積を徴取

し、契約の締結を行う。 

  なお、最優先候補者との協議が整わない場合、本市は、最優先候補者に次

いで高い評価点を得た提案者と順次契約に向けての協議を行う。 

７ その他 

  本プロポーザルに関する詳細は、「津市公共施設予約システム導入及び利

用に係るプロポーザル実施要領」による。 

 

【問合せ先】 

津市総務部デジタル改革推進課 

電話 ０５９－２２９－３１１８ 

FAX  ０５９－２２９－３１１９ 

 



津市上下水道事業告示第１６号 

  水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の３の２第１項の規定により、 

次の津市水道事業指定給水装置工事事業者の指定が失効したので、津市水道事 

業指定給水装置工事事業者規程（平成１８年津市水道事業管理規程第１４号） 

第１０条第３号の規定により告示する。 

  令和７年１１月１９日 

 

津市上下水道事業管理者 松 下 浩 己 

 

名  称 所 在 地 失効年月日 

ダイワ空調設備株式

会社 
津市島崎町２４８番地 

令和７年９月２９日 

長谷川設備有限会社 津市安濃町内多２５１６番地 令和７年９月２９日 

有限会社ワカヤナギ 津市神納町２番１２号 令和７年９月２９日 

 



津市上下水道事業告示第１７号 

  水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の７の規定により、津市水道 

事業指定給水装置工事事業者から次のとおり事業の廃止の届出があったので、 

津市水道事業指定給水装置工事事業者規程（平成１８年津市水道事業管理規程 

第１４号）第１０条第４号の規定により告示する。 

  令和７年１１月１９日 

 

津市上下水道事業管理者 松 下 浩 己 

 

名  称 所 在 地 廃止年月日 

株式会社エノキ 津市久居野村町５３７番地２ 令和７年７月２８日 

 



津市上下水道事業告示第１８号 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定により、次

の者を指定給水装置工事事業者に指定したので、津市水道事業指定給水装置工

事事業者規程（平成１８年津市水道事業管理規程第１４号）第１０条第１号の

規定により告示する。 

  令和７年１１月１９日 

 

津市上下水道事業管理者 松 下 浩 己   

 

名称 所在地 指定の有効期間 

株式会社ＩＤＥＡ

Ｌ 

大阪府大阪市北区中之島四

丁目３番２５号 フジヒサ

ＦＪ中之島ビル 

令和７年７月３日から令和

１２年７月２日まで 

株式会社ＤＳ 大阪府豊中市島江町１７番

１６号１０２ 

令和７年７月１８日から令

和１２年７月１７日まで 

株式会社水協 大阪府天王寺区東高津町３

番２９号 新青山ビル２０

２ 

令和７年８月２５日から令

和１２年８月２４日まで 

大誠管工 三重郡菰野町１４７７番地

８ 

令和７年９月１日から令和

１２年８月３１日まで 

 



津市上下水道事業告示第１９号 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の３の２第１項の規定により、

次の指定給水装置工事事業者の指定を更新したので、津市水道事業指定給水装

置工事事業者規程（平成１８年津市水道事業管理規程第１４号）第１０条第２

号の規定により告示する。 

  令和７年１１月１９日 

 

津市上下水道事業管理者 松 下 浩 己   

 

名称 所在地 指定の有効期間 

山宝株式会社 鈴鹿市道伯町４番地３４ 令和１２年７月１２日ま

で 

株式会社ＴＬＳ 松阪市舞出町５５７番地 令和１２年９月２４日ま

で 

中部建設工業株式

会社 

津市北丸之内２０４番地 令和１２年９月２９日ま

で 

日本管工業株式会

社三重支店 

津市栄町二丁目４５６番地 令和１２年９月２９日ま

で 

株式会社今津工業 津市中河原４６７番地３ 令和１２年９月２９日ま

で 

有限会社堀井機管

工業 

津市乙部１９番２０号 令和１２年９月２９日ま

で 

株式会社東洋光和 津市半田１９５６番地 令和１２年９月２９日ま

で 

有限会社奥山住設 津市栗真町屋町４３６番地 令和１２年９月２９日ま

で 

有限会社牛田水道 津市長岡町７９１番地４ 令和１２年９月２９日ま

で 

有限会社出忠管工

業 

津市栗真中山町１１１番地

２ 

令和１２年９月２９日ま

で 

株式会社奥田設備 津市藤方９３７番地３ 令和１２年９月２９日ま

で 



有限会社中村設備 津市渋見町１８２番地 令和１２年９月２９日ま

で 

金子工業株式会社 津市安濃町清水字長田２６

０番地１ 

令和１２年９月２９日ま

で 

有限会社安芸土木 津市安濃町草生４３６１番

地 

令和１２年９月２９日ま

で 

阪口設備企画 津市高茶屋小森町１６２３

番地１２ 

令和１２年９月２９日ま

で 

三重水熱工業株式

会社 

津市上浜町二丁目２２３番

地 

令和１２年９月２９日ま

で 

株式会社鳴川工業 津市神戸１８８７番地 令和１２年９月２９日ま

で 

長谷川設備 株式

会社 

津市久居元町２２６８番地 令和１２年９月２９日ま

で 

株式会社ロッシュ 津市芸濃町椋本４２９９番

地 

令和１２年９月２９日ま

で 

田中水道設備 津市一志町井生１９０２番

地 

令和１２年９月２９日ま

で 

早川設備 津市高野尾町４３１１番地 令和１２年９月２９日ま

で 

有限会社三重パイ

ピング工業 

松阪市石津町２７番地７ 令和１２年９月２９日ま

で 

田中住設 津市垂水１０９７番地 令和１２年９月２９日ま

で 

小林配管設備 津市柳山津興３３９番地１

２ 

令和１２年９月２９日ま

で 

有限会社岡野水道 松阪市嬉野中川町１１４５

番地１ 

令和１２年９月２９日ま

で 

有限会社松本水道 松阪市早馬瀬町１８８番地 令和１２年９月２９日ま

で 

株式会社山幸建設 津市河辺町２６９１番地 令和１２年９月２９日ま

で 



井戸設備有限会社 松阪市嬉野新屋庄町２６７

番地 

令和１２年９月２９日ま

で 

ササキ設備 津市美里町家所８番地１２

４ 

令和１２年９月２９日ま

で 

株式会社クラシア

ン三重営業所 

四日市市東日野町２３０番

地１１ 

令和１２年９月２９日ま

で 

草深設備工業 津市渋見町４７８番地 令和１２年９月２９日ま

で 

村山設備 津市安濃町曽根６７８番地 令和１２年９月２９日ま

で 

有限会社フルイチ

設備 

津市芸濃町椋本１８６０番

地３ 

令和１２年９月２９日ま

で 

 

 



津市上下水道事業公告第４４号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  令和７年１１月１７日 

 

津市上下水道事業管理者 松 下 浩 己   

 

別紙のとおり 



令和７年１１月１７日公告分（上下水道管理課）

業種 ブロック 地区 格付 件名 開札日 開札時間

久居 一志 Ｃ・Ｂ・Ａ２・Ａ１

久居
久居・白山・

美杉
Ｃ

2 管 －
令和７年度下工浄補第２号 美里町五百野
地内市営浄化槽設置工事

令和7年12月4日 9時15分

3 機械器具設置 －
令和７年度水一水施第２－４号 白山元
取・青山高原送水ポンプ場真空ポンプ取替
修繕

令和7年12月4日 9時30分

4 電気 －
令和７年度水施継第３号 三雲浄水場受変
電設備及び配電盤等更新工事

令和7年12月11日 9時00分

5 土木一式 Ａ１
令和７年度水整水施補継第１号 河辺第３
配水池耐震補強工事

令和8年1月20日 9時00分市内本店

9時00分令和7年12月4日
令和７年度下工公補第１５号 災害用仮設便
所貯留管設置工事

土木一式1

東海三県内本支店

市内本店

東海三県内本支店



津市上下水道事業公告第４５号 

 建設工事等に係る条件付一般競争入札（総合評価落札方式）を執行しますの

で、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び

津市契約規則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により公告します。 

  令和７年１１月１７日 

 

              津市上下水道事業管理者 松 下 浩 己   

 

 別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 入札に付する事項 

 ⑴ 工事名  令和７年度水整水施補継第１号 

        河辺第３配水池耐震補強工事 

 ⑵ 工事場所 津市河辺町地内 

 ⑶ 工事概要 補強金具設置  ＳＭ４００Ｃ、ＳＭ４００Ａ ３２．０ｍ 

        基礎杭     φ３５５．６ Ｌ＝７．８ｍ ２４本 

        配水管布設工  ＤＩＰφ１００ｍｍ   １１．２ｍ 

        配水管布設工  ＤＩＰφ２００ｍｍ   １４．０ｍ 

 ⑷ 工期   契約締結日から起算して３６３日間 

 ⑸ 予定価格 １９６，３２５，０００円（税抜き） 

２ 入札方式に関する事項 

⑴ 総合評価落札方式 

本工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成１７年法律第 

１８号）第３条（基本理念）にかんがみ、津市建設工事総合評価落札方式

試行要領（平成２０年１２月２２日施行。以下「総合評価落札方式試行要

領」といいます。）に基づき、入札時に、価格と価格以外の要素を総合的

に評価して落札者を決定する総合評価落札方式とします。 

ア 総合評価方式の類型 

工事成績重視型（総合評価落札方式試行要領第３条第２号） 

イ 評価項目、評価の内容、評価点 

別紙「総合評価落札方式評価項目一覧」のとおり 

ウ 総合評価点の算出 

加算方式 

総合評価点＝価格点（８０点満点）＋価格以外の評価点（２０点満点） 

価格点の算出方法は下記のとおりとします。 

(ｱ) 入札価格＞低入札価格調査基準価格の場合 

価格点＝８０点×失格基準価格÷｛失格基準価格＋（低入札価格調

査基準価格－失格基準価格）／３＋（入札価格－低入札価格調査基準

価格）｝ 

(イ) 入札価格≦低入札価格調査基準価格の場合 

価格点＝８０点×失格基準価格÷｛失格基準価格＋（入札価格－失

格基準価格）／３｝ 

エ 評価方法及び落札者決定方法 



入札が無効でない者のうち、予定価格の範囲内で失格基準価格以上の 

者について総合評価点を算出します。総合評価点が最も高い者を落札者

とし、総合評価点が最も高い者が複数ある場合は電子くじにより決定す

るものとします。ただし、総合評価点が最も高い者が行った入札金額が、

低入札価格調査基準価格を下回った場合は、落札者の決定を保留し、⑵

低入札価格調査を実施するものとします。 

⑵ 低入札価格調査 

本工事は津市低入札価格調査試行要領（平成２０年１２月２２日施行。

以下「低入札価格調査試行要領」といいます。）で規定する低入札価格調

査の対象工事とします。 

上記２⑴エただし書きに基づき落札者の決定を保留した場合、総合評価

点が最も高い者を最低価格入札者とし、その者について低入札価格調査試

行要領に規定する低入札価格調査を実施します。 

なお、予め最低価格入札者が低入札価格調査辞退届を提出した場合は低

入札価格調査を実施せず、最低価格入札者の入札は辞退となり落札者とは

なりません。 

低入札価格調査基準価格は、津市契約規則（平成１８年津市規則第４０

号。以下「規則」といいます。）第１２条第１項に規定する最低制限価格

の設定の方法により算出した額とし、低入札価格調査は、低入札価格調査

試行要領第７条第２項及び第３項に基づき、低入札価格調査基準価格を下

回った入札を行った者に対して本市から資料の提出及び事情聴取の協力の

要請があった場合は、これに協力することとします。 

なお、低入札価格調査の結果、契約の内容に適合した履行がされないお

それがあると認められる場合には落札者とせず、次順位者を落札者としま

す。この場合において、次順位者が低入札価格調査基準価格を下回った入

札を行った者であった場合には、当該次順位者を最低価格入札者として改

めて低入札価格調査を行うものとします。 

また、低入札価格調査基準価格を下回って契約する場合、下記の事項を

適用します。 

ア 土木工事業の監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する

技術者を専任で１名追加して工事現場に配置すること。 

イ 契約保証金を契約金額の１００分の３０以上の額とすること。 

ウ 前払金を契約金額の１００分の２０以内の額とすること。 



⑶ 重点調査基準価格 

低入札価格調査基準価格を下回る入札のうち、重点的に低入札価格調査

を実施する場合における重点調査基準価格は、低入札価格調査基準価格に

１００分の９７を乗じて得た額（１万円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた額）とします。 

⑷ 失格基準価格 

失格基準価格は下記の表に掲げる算出方法により算出した額（１万円未

満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）とし、失格基準価

格未満の金額の入札は失格とします。 

区分 算定方法 

土木工

事等 

直接工事費×０．９５＋共通仮設費×０．８５＋現場管理費×

０．８＋一般管理費 × ０．４５ 

⑸ 積算内訳書の判断基準 

低入札価格調査試行要領第７条第２項に規定する積算内訳書の判断基準

は、入札時に提出された積算内訳書において、下記の表に掲げる全ての費

目について、それぞれ発注者の設計金額に同表に掲げる割合を乗じて得た

額（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）以上で

あることとします。 

区分 直 接工 事費 共 通仮 設費 現 場管 理費 一 般管 理費 

土木工事等  ９５ ％  ８５ ％  ８０ ％  ４５ ％ 

３ 入札参加者に必要な資格 

  本件工事の条件付一般競争入札に参加できる者は、本件入札に係る公告日

から契約締結日までの間において、次の各号のいずれにも該当する者とし、

かつ本件入札の参加資格の認定を受けた者とします。 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

該当しない者 

 ⑵ 津市建設工事等条件付一般競争入札実施要領（平成１８年１月１日施行。 

以下「要領」といいます。）第４条第１項に掲げる要件を備えている者 

 ⑶ 要領第４条第２項各号の一に該当しない者 

⑷ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立

て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申

立て、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立て、



会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始又は会社法の施行

に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４

条の規定による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）に基づく整理開

始の申立て若しくは通告がなされていない者であること。ただし、民事再

生法に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法に基づく更生手続開始

の申立てがなされた者であって、手続開始決定の日を基準日とする経営事

項審査（その日以後迎えた決算日を基準日とする経営事項審査を受けてい

る場合にあっては、当該経営事項審査）の結果に基づき、建設工事につい

て入札参加資格を認められ、かつ、再生計画又は更生計画が認可された者

を除きます。 

 ⑸ 津市競争入札参加資格者名簿において土木一式工事業を希望業種として

登載されている者 

⑹ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条に規定する特定建設業の

許可（土木工事業）を受けている者 

 ⑺ 本市の区域内に本店を有する者 

 ⑻ 土木一式に係る格付区分がＡ１の者 

 ⑼ 本件工事に、土木工事業の監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了

証を有する監理技術者を専任で配置できる者。ただし、監理技術者の職務

を補佐する者として建設業法第２６条第３項第２号に規定する者を当該施

工現場に専任で配置するときは、専任であることを要しません。この場合

の監理技術者が兼任できる施工現場の数は２とします。（専任で配置予定

の技術者を施工中の他の工事に配置している場合は、契約締結の日時点で

他の工事の完成検査が終了していることとし、兼任で配置予定の技術者を

施工中の他の工事に配置している場合は、契約締結の日時点で完成検査が

終了していない施工現場の数が１以下であること。） 

 ⑽ 上記⑼に掲げる者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。（本件入

札に係る入札参加申込書の提出日において連続３か月以上直接的な雇用関

係にあるものに限ります。）  

４ 入札参加申込書等の配付 

⑴ 配付期間 令和７年１１月１７日（月）から同年１２月５日（金）まで 

⑵ 配付場所 ア 津市入札情報公開システムからダウンロード 

         （津市入札情報公開システムの稼働時間中に限ります。） 

       イ 津市上下水道管理局上下水道管理課契約財産担当 



         （配付期間は、上記⑴の期間（土曜日・日曜日・祝日を 

         除く。）の午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

５ 入札参加申込書等の提出等 

 ⑴ 本件工事の条件付一般競争入札に電子入札で参加を希望する者は、入札

参加申込書等を次のとおり提出し、入札参加資格の確認を受けなければな

りません。 

  ア 提出期間  

令和７年１１月１７日（月）午前８時３０分から同年１２月５日（金）

まで（電子入札システム稼働時間中に限りますが、提出期間初日（１１

月１７日）は午前８時３０分から、提出期間最終日（１２月５日）は午

後５時１５分までとします。） 

  イ 提出場所  

津市上下水道管理局上下水道管理課契約財産担当 

  ウ 提出方法  

必ず津市条件付一般競争入札参加申込書（表紙）を電子入札システム

で提出してください。 

なお、その他の提出書類も電子入札システムで提出することができま

すが、ファイル容量が３ＭＢを超過する場合は、津市条件付一般競争入

札参加申込書（表紙）を電子入札システムで提出し、その他提出書類は

窓口に持参してください。ただし、津市電子入札実施要綱第７条に基づ

き、郵便入札の承認を受けた者は、上記アの期間に全ての提出書類を持

参により提出することができます。 

 ⑵ 提出書類 

  ア 津市条件付一般競争入札参加申込書（表紙） 

  イ 土木工事業に係る特定建設業の許可証の写し 

  ウ 審査基準日が令和５年１０月１日から令和６年９月３０日までの経営

規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し 

  エ 配置予定技術者に係る監理技術者資格者証（表・裏）及び監理技術者

講習修了証の写し 

オ 配置予定技術者等との雇用関係が確認できる書類 

カ 営業所専任技術者証明書又は専任技術者一覧表の写し（建設業許可（

更新）申請に必要な専任技術者調書の写し） 

  キ 施工計画工程表（事前審査用） 



ク 宣誓書 

⑶ 入札参加資格審査結果 

令和７年１２月１５日（月）までに入札参加資格審査結果を通知します。 

６ 設計図書等の閲覧等 

 ⑴ 閲覧期間 令和７年１１月１７日（月）から令和８年１月２０日（火）

まで 

⑵ 閲覧場所 ア 津市入札情報公開システム 

         （津市入札情報公開システムの稼働時間中に限ります。） 

       イ 津市上下水道管理局上下水道管理課契約財産担当 

         （閲覧期間は、上記⑴の期間（土曜日・日曜日・祝日を     

        除く。）の午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

７ 工事の質疑等 

⑴ 施工計画に関する質疑等 

  ア 質問受付 令和７年１１月２５日（火）正午までに指定の質問書によ

りＦＡＸ又は持参により津市上下水道管理局上下水道管理課

契約財産担当に提出してください。 

なお、ＦＡＸの場合は、質問書の提出期限時刻必着とし、

必ず着信の確認を行ってください。 

  イ 回答方法 令和７年１１月２８日（金）までに津市入札情報公開シス

テムに掲載します。また、回答に対する再質問は認めないた

め、質問書には質問内容を明確に記載し提出してください。 

⑵ 見積に関する質疑等 

  ア 質問受付 令和７年１２月５日（金）正午までに指定の質問書により

ＦＡＸ又は持参にて、津市上下水道管理局上下水道管理課契

約財産担当に提出してください。 

なお、ＦＡＸの場合は、質問書の提出期限時刻必着とし、

必ず着信の確認を行ってください。 

  イ 回答方法 令和７年１２月１２日（金）までに津市入札情報公開シス

テムに掲載します。また、回答に対する再質問は認めないた

め、質問書には質問内容を明確に記載し提出してください。 

８ 入札方法及び入札期間 

  入札方法は、電子入札システムを利用し、次の入札期間中に入札価格その

他の所定の情報を入力し、積算内訳書（指定様式に限ります。）を電子入札



システムにて提出してください。 

  入札期間 令和７年１２月１６日（火）から令和８年１月９日（金）まで 

       （電子入札システムの稼働時間中に限ります。） 

       ただし、津市電子入札実施要綱第７条に基づき、郵便入札の承

認を受けた者は、別に定める「郵便入札の取り扱いについて（令

和７年１０月以降公告分より）」のとおり、入札書及び積算内訳

書を郵送してください。 

９ 評価項目算定資料の提出 

⑴ 提出期間 資格審査結果通知書受領の日から令和８年１月９日（金）午

後５時まで 

⑵  提出先  津市上下水道管理局上下水道管理課契約財産担当 

⑶ 提出方法 持参に限ります。 

⑷ 提出書類 提出書類の詳細については、総合評価落札方式評価項目一覧 

及び各様式に記載の事項を確認すること。 

ア 【第１号様式】評価項目算定資料届出書 

イ 【第５号様式】施工実績評価資料 

ウ 同種・同規模工事の元請実績について確認できる書類（コリンズ登録

等の写し） 

エ 社会貢献に関する資料（障がい者雇用状況報告書等の写し及び労働安

全衛生マネジメント認証等の写し）   

オ 【別紙様式】市内本店業者施工率評価資料   

カ 【別紙様式】手持ち工事量評価資料   

キ 手持ち工事に係るコリンズ登録の写し及び経営規模等評価結果通知書

の写し 

ク 【第６号様式】配置予定技術者評価資料   

ケ 配置予定技術者に係る同種・同規模工事の実績について確認できる書

類（コリンズ登録等の写し） 

コ 配置予定技術者の保有する資格証（監理技術者資格者証）の写し 

サ 建設系ＣＰＤ協議会加盟団体（建築関係業種については建築ＣＰＤ運

営会議の加盟団体を含む）が発行した学習履歴証明書等の写し 

シ 【別紙様式】建設キャリアアップシステム評価資料   

ス 事業者ＩＤの写し等 

10 価格以外の評価点の公表（審査結果） 



令和８年１月１４日（水）に津市入札情報公開システムにおいて公表しま

す。 

なお、自らの審査結果について、書面により令和８年１月１６日（金）ま

でに照会することができます。照会対象項目は、価格点以外の評価項目すべ

てとします。 

11 開札の日時及び場所 

⑴ 日時 令和８年１月２０日（火）午前９時００分から 

⑵ 場所 津市上下水道庁舎２階入札室 

12 入札保証金 

  入札保証金は免除します。 

13 契約保証金 

  契約の締結の際に契約金額の１００分の１０以上（低入札価格調査対象者

と契約する場合には契約金額の１００分の３０以上）の契約保証金を納付し

なければなりません。ただし、規則第２７条第１項に規定する有価証券等又

は金融機関等若しくは保証事業会社との保証委託契約の保証証書を提供する

ことにより、契約保証金の納付に代えることができます。 

  また、規則第２８条第１項第１号に規定する履行保証保険契約に係る保険

証券又は同項第２号に規定する工事履行保証契約に係る保証証券を提出する

ことにより、契約保証金の納付を免除することができます。 

14 開札の立会い   

入札をした者のうち開札の立会いを希望する者は、当該開札に立ち会うこ

とができます。 

15 入札の無効 

  無効の入札は、次の⑴から⑶に掲げるいずれかの事項に該当する場合とし

ます。 

⑴  共通の無効 

ア 競争入札に参加する資格のない者が入札をしたとき。 

イ 申請書類等に虚偽の記載があるとき。 

ウ 申請書類等に不備があるとき。 

エ 適正な代理権限を欠いた者によって手続が行われたとき。  

オ 入札者が同一事項の入札に対し２以上の入札をしたとき。 

カ 入札者又はその代理人が他人の入札の代理をしたとき。 

キ 著しく信義に反する行為をしたとき。 



ク 入札に際して連合等の不正行為があったとき。 

ケ 入札金額を訂正しているとき。 

コ 入札金額と積算内訳書の金額が異なるとき。 

サ 前号までに掲げるもののほか、本市が特に指定した事項に違反したと

き。 

⑵ 電子入札の無効 

ア 入札書に指定された事項が入力されていない入札、不要な項目が入力

されている入札又は入力された内容が不明確な入札  

イ 電子入札システムにより積算内訳書が提出されていない入札  

ウ 記名又は押印に相当する電磁的記録が付されていない入札  

エ 電子証明書の不正な使用があった入札  

⑶ 郵便入札の無効 

ア 郵便入札を承認されていない者が行った郵便入札 

イ 入札書に入札者の記名押印のないとき。 

ウ 積算内訳書に入札者の記名押印のないとき。 

エ 入札書の日付がない又は適格通知書受領の日から開札日までの期間内

の日付となっていないとき。 

オ 入札書の記載事項が確認できないとき。 

カ 入札書に指定された事項が記載されていないとき。 

キ 指定された郵送方法以外の方法で入札書を郵送したとき。 

ク 入札書が提出期限を過ぎて到着したとき。 

ケ 積算内訳書が同封されていないとき。 

コ 封筒等に指定された事項が記載されていないとき。 

サ 封筒等に記載された件名と同封された入札書の件名が異なるとき。 

16 公正な入札の確保 

 ⑴ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはなりません。 

 ⑵ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加

者と入札価格又は入札参加意思についていかなる相談も行わず、独自に入

札価格を決定しなければなりません。 

 ⑶ 入札参加者は、開札の前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的

に開示してはなりません。 

17 契約書作成の要否 



契約書作成は要とします。また、契約条項については、津市工事請負契約

約款によるものとします。 

18 その他の注意事項 

⑴ 前金払 有 

 ⑵ 部分払 １回 

 ⑶ 落札決定に当たっては、入札金額に当該金額の１００分の１０に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を電子入札シ

ステムで入札書に入力してください。 

 ⑷ この入札に係る費用は、すべて入札参加者の負担とします。 

 ⑸ 電子入札システムの障害等やむを得ない理由により電子入札を行うこと

ができないと判断したときは、当該入札を延期し、若しくは中止し、又は

郵便入札に変更することがあります。 

 ⑹ 談合情報、天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができな

いときは、入札を延期又は中止することがあります。 

⑺ 入札の中止等に至った場合において、見積りに係る費用その他入札に係

る一切の費用は補償しません。 

⑻ この入札に係る談合情報の通報等があったときは、津市入札談合情報処

理要領（平成１８年１月１日施行）に基づき、落札を保留又は取り消す場

合があります。 

 ⑼ 入札をした者は、入札後において、設計図書等（設計図書、図面、仕様

書、関係書類及び現場等）についての不明を理由として異議を申し立てる

ことはできません。 

 ⑽ 本件工事は津市公契約条例（平成２９年津市条例第２２号）第６条の２

第１項に規定する労働報酬下限額の適用案件です。 

   労働環境の確保に係る誓約事項及び令和７年度津市公契約条例労働報酬

下限額運用マニュアルを必ず確認してください。 

 ⑾ 本件は月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型）試行案件です。 

 

担当課（問い合わせ先） 

津市上下水道管理局上下水道管理課契約財産担当 



電話番号 ０５９－２３７－５８０３ 

ＦＡＸ  ０５９－２３７－５８１９ 

 


